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福島社発第   ５ 号 

平成２８年 ４月１１日 

 

 開業会員 各位 

 

福島県社会保険労務士会 

    会 長 金 子 昌 明  

      （公印省略） 

 

「被災事業者の事業再開・再生支援事業」に関わる専門家の募集について 

 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 日頃より当会の運営にご協力賜わり感謝申し上げます。 

平成２７年６月１２日の閣議決定に基づき、原子力事故により被災された方々の置かれてい

る状況に寄り添った支援を実施し、事業・生業の再建を可能とするため、国・県・民間が一体

となって人員や資金等を手当てし、復興支援を行う「福島相双復興官民合同チーム」（以下「官

民合同チーム」という。）が創設されました。官民合同チームでは、平成２７年度に被災事業者

を個別に訪問し、事業再開の意向を確認し、平成２８年度は、事業再開を希望する被災事業者

に対して事業再開等（廃業も含む）の支援を行います。 

このたび、社労士会に就業規則の策定・見直し、職場環境の整備、人材確保（助成金の活用

等）、労働社会保険の手続き等の事業再開等に関わる支援について協力要請があり、理事会で検

討し協力することといたしました。 

つきましては、専門家として被災事業者の事業再開・再生のため業務を受託し協力を希望さ

れる方は、下記により４月２８日（木）までお申込みいただきたくお願いいたします。 

なお、この事業の概要及び手順等については、オリエンテーションを開催いたしますので、

後日ご連絡いたします。 

記 

1. 社労士会及び専門家（社労士）が関わる事業の概要 

【事前準備】 

①登録者リストへの登録 

応募要件に該当し、業務の受託を希望し、この事業への協力できる会員はお申込みく

ださい。希望者がいない支部は、支部に推薦を依頼します。 

②官民合同チームと社労士会で覚書締結、登録者リストを官民合同チームに提出 

③登録者と官民合同チームの基本契約書締結 

契約内容：目的、個別業務の別途契約、免責、報告等 

 

【専門家の選定、業務の実施】 

①官民合同チームから社労士会に「提案依頼書」通知 
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官民合同チームで被災事業者とのカウンセリングを繰り返し行い、具体的な支援策を

「提案依頼書」にまとめる。（どうしたいか、そのために何をクリアすればよいか、必

要な措置は何か） 

②社労士会より該当地域の専門家あて提案依頼書に基づく「提案書」提出を依頼 

該当地域の専門家は、官民合同チームが作成の提案依頼書に対して、業務受託を希望

する場合は、より具体的な業務内容（就業規則の策定・見直し、労働社会保険の手続

き、助成金の申請手続き等）、実施スケジュール、業務の見積額について、「提案書」

として社労士会に提出（業務の受託を希望しない場合は、提案書の提出は必要ありま

せん。） 

③社労士会は、原則、提出された専門家ごとの提案書すべてを官民合同チームに提出 

④官民合同チームで提案書を精査し、見積額、社労士の経験等により選定 

（被災事業者に提案書を提示し、合意を得て決定･･･被災事業者から「支援申込書」を

提出） 

⑤選定された専門家と官民合同チームで「業務委託個別契約書」締結、提案書に基づく支援を実施  

契約内容：個別業務、作業期間、金額等 

⑥支援終了後、官民合同チームから専門家に所定の費用を支払い 

 

2. 応募要件 

(1) 開業５年以上で労務管理及び労働社会保険の手続き等の知識・経験を十分有してい

ること。 

(2) 社労士賠償責任保険に加入していること、または加入すること。 

(3) 自己の業務が繁忙でこの事業の実施に支障をきたさないこと。 

 

3. 応募期限  ４月２８日（木）事務局必着 

 

 

 

締切：４月２８日（木） 

            平成２８年４月  日 

福島県社会保険労務士会会長 様 

（FAX ０２４－５３４－５４３２） 

 

 

「被災事業者の事業再開・再生支援事業」に関わる専門家の募集について（回答） 

 

 

                  支部   氏名                  

 

「被災事業者の事業再開・再生支援事業」に関わる専門家に申し込みます。 
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